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プロに聞く

経営相談室

　今年も残すところあと ２か月、毎年恒例の年末調整の時期となりました。昨年は「定額減税」制度の実施

により、毎月の給与計算事務等大変苦労されたことと思います。

　今年も令和 ７年度税制改正により所得税の基礎控除や給与所得控除に関する見直し、特定親族特別控除の

創設が行われました。これらの改正は令和 ７年分以後の所得税について適用されるため、これから年末にか

けて行うことになる令和 ７年分の年末調整事務に影響します。

　それでは、今回の改正の概要について確認したいと思います。

　改正前は、合計所得金額が２，４００万円以下の場合は４８万円でしたが、今回の改正により居住者の令和 ７年

分の基礎控除額については、図表の通り合計所得金額に応じて ５段階に区分され、それぞれ９５万円、８８万

円、６８万円、６３万円、５８万円となり、合計所得金額が２，３５０万円以下の方は最低でも４８万円から５８万円とな

り１０万円引き上げられることとなります。

　９５万円の対象となる合計所得金額１３２万円以下についてですが、収入が給与だけの場合の収入金額は約

２００万円以下となります。給与以外の収入がある方は収入金額の目安が変わってくるのでご注意ください。

　今回の改正で、合計所得金額が２，３５０万円超の場合の基礎控除額に変更はありません。

合計所得金額
（収入が給与だけの場合の収入金額）

改正後
改正前

令和 ７・ ８年分 令和 ９年分以後

１３２万円以下
（約２００万円以下）

９５万円

４８万円

１３２万円超
（約２００万円超）

３３６万円以下
（約４７５万円以下）

８８万円

５８万円

３３６万円超
（約４７５万円超）

４８９万円以下
（約６６５万円以下）

６８万円

４８９万円超
（約６６５万円超）

６５５万円以下
（８５０万円以下）

６３万円

６５５万円超
（８５０万円超）

２，３５０万円以下
（２，５４５万円以下）

５８万円

令和７年分の
　年末調整について

基礎控除の見直しについて1

国税庁「令和 7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について（源泉所得税関係）」令和 7年 4月

【基礎控除額（改正された範囲）】
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